
大規模災害時廃棄物対策北海道ブロック協議会（第 10 回）

日時：令和 2 年 2 月 20 日（木）10:00～

場所：かでる２・７ 1060 会議室

次 第

１．開 会

あいさつ（北海道地方環境事務所 環境対策課長）

２．議 事

① 人材育成事業の試行について

② ブロック内の広域連携に関する検討結果報告

③ 社会福祉協議会との連携促進に関する検討結果報告

④ 胆振東部地震の取りまとめに向けた準備に関する検討結果報告

⑤ タイムライン例のとりまとめ報告

⑥ 北海道ブロックにおける災害廃棄物処理計画策定モデル事業業務の成果概要

⑦ その他

３．閉 会
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○ 内容

協議会構成員、随行者等を対象にワークショップ形式の人
材育成事業を、協議会に合わせて、実施する。

グループワークの課題については１～２問程度を想定。

また、参加者に対し、アンケートを行いその結果をとりま
とめる。

人材育成事業の試行について

○ 目的

本業務では、協議会構成員等を対象として、災害廃棄物に
関するワークショップ２回を実施予定である。参加者が特に
関心の高い事項についてテーマを設定し、理解促進を図ると
ともに、現状の課題と対応策を検討し、今後の災害廃棄物処
理対策の促進を図る。

資料1

1-2

○ 開催概要

【第１回】

日 時：令和元年12月12日(木) 13:30～16:30

場 所：かでる2･7 1060会議室
テーマ：仮置場

【第２回】

日 時：令和元年2月20日(木) 13:30～16:30

場 所：かでる2･7 1060会議室

テーマ：組織体制、協力・支援体制

※第１回ワークショップ後のアンケートに基づきテーマ設定

済

本日
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○ プログラム

時間 内容 備考

1 13:30～13:35 開会あいさつ 北海道地方環境事務所

2 13:35～13:55
災害発生時における災害廃棄物
の処理について

北海道環境生活部環境
局循環型社会推進課

3 13:55～14:15 災害廃棄物処理対応について 応用地質（株）

4 14:15～14:20 自己紹介等 各班

5 14:20～15:20 ワークショップ① （カード選択式） 各班

休憩

6 15:30～16:10 ワークショップ② （課題と対策） 各班

7 16:10～16:25 各班発表 全体

8 16:25～16:30 アンケート 各自

9 16:30 閉会あいさつ

第１回ワークショップの実施結果

1-4

○ ワークショップ①

災害対応では、正解や事例があるとは限らない中で、
決断を求められる状況が発生する。

災害廃棄物処理業務実施にあたり直面する仮置
場の問題について、当事者として能動的に考え、
気づきを得て頂いた。
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○ ワークショップ①

一次仮置場を設置する際に、土地所有者から土
地汚染対策を求められた場合の対応。

【状況設定】

B C
メリット デメリット

A.遮水シート

B.敷鉄板

C.アスファルト

・・が

・・と
なる

・・が

・・と
なる

・・が

・・と
なる

・・が

・・と
なる

・・が

・・と
なる

・・が

・・と
なる

・・が

・・と
なる

3人

4人

1人

1班
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○ ワークショップ①

【意見交換結果】

メリット デメリット

A.遮水
シート

・短期間で施工できる
・地下浸透を防止できる
・費用が安くすむ
・撤去が比較的簡単
・使用後の原状復旧しやすい

・破れて漏れる可能性が高い
・継ぎ目から漏れる可能性がある
・排水処理方法を考える必要がる
・入手・設置に時間がかかる可能性がある
・雨水がたまってしまう

B.敷鉄板

・入手しやすい
・ある程度の強度がある
・簡単に設置できる
・雨が降ってもぬかるまない
・何回でも使用可能

・汚染物が漏れる可能性がある
・トラック等の乗り入れで必要となる場合が
ある
・運搬に労力が必要

C.アス
ファルト

・車両による搬入が多いため、
耐久性、使用感がよい
・面積が広い場合は最も安価

・施工に時間がかかる
・アスファルト舗装の手配に時間がかかる
・撤去に経費がかかる
・浸透を完全には防げない
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○ ワークショップ①

混合廃棄物の発生を防止するために、一次仮置
場における分別指導者を配置する場合の対応。

【状況設定】

C

メリット デメリット

A.市職員

B.建設業者

C.自治会長
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3人

1人
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○ ワークショップ①

【意見交換結果】

メリット デメリット

A.市職員

・住民トラブルを回避できる
・責任を持った指導ができる
・現場と本部の情報伝達が容易
・分別指導に慣れている
・分別を徹底できる
・すぐに人員配置できる

・本部で職員が不足する
・重機オペレーターとの連携や指示
に慣れていない
・人数が不足する
・クレームに丁寧に対応しすぎる
・被災して対応できない可能性がある

B.建設業者

・市民がある程度納得する
・市職員が他業務に専念できる
・分別の知識がある
・費用がかかっても依頼した仕事
をしっかりやってもらえる
・現場管理に長けている
・多くの人員を配置できる

・分別が徹底されない可能性がある
・契約手続きが必要
・経費がかかる
・住民トラブルが発生するおそれがあ
る
・人材確保が必要
・被災者に寄り添う形ではない

C.自治会長 ・地域のつながりがある
・自治会長の負担大
・分別が徹底できるか
・高齢者が多い
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○ ワークショップ②

発災後に想定される現状の課題と対策を、自らの
自治体・団体の立場で考えて頂き、意見交換を
行った。

【内容】

課題 対策

仮置場
の設置

仮置場
の分別

その他

1-10

○ ワークショップ②

【意見交換結果】
課題 対策

仮
置
場
の
設
置

＜選定＞
・適地選定（全体配置、場所、数、面
積、動線、養生、雪対策）
・候補地が実際に使えるか未確認
・仮置場の庁内外の合意は不明

＜運営方針＞
・片づけごみ用は未定
・短期間で開設できるか
・アクセスルートの除雪

＜住民対応＞
・市民による仮置場までの運搬方法
・場所を指定する上での住民理解
・市民への周知方法

＜選定＞
・候補地を選定し、事前調整する
・事前に数パターンの設置案を用意しておく
・訓練等で仮置場設置のシミュレーションをして
おく

＜運営方針＞
・必要物品・人員の明確化
・近隣自治体と広域で考えてみる
・北海道をまきこんで振興局単位で周辺市町
村で協定を結ぶ
・養生・雪対策を整理して関連業界と協定を締
結する

＜住民対応＞
・住民に周知する（ハンドブック、マスコミ、アプ
リ、HP等）
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○ ワークショップ②

課題 対策

仮
置
場
の
分
別

＜分別＞
・分別区分の設定

＜運営管理＞
・人員・運営管理体制の確保
・現地での円滑な案内、指導

＜住民対応＞
・住民への周知方法
・運べない住民への対応（高齢者等）

＜分別＞
・分別の冊子に災害ごみのページをつくる
・処理先を考慮した分別種の決定

＜運営管理＞
・廃棄物人材バンクの作成
・専門業者等と協定により人材確保する
・委託のための事前の仕様書
・支援者の配置を決めておく
・支援者のための管理マニュアル整備
・机上訓練を実施する

＜住民対応＞
・日頃から定期的に周知する

そ
の
他

・通常の収集をどうするか
・市町村外の人への対応
・便乗ごみへの対応
・プッシュ型支援への対応
・立て看板などの備品の準備

・パッカー車の借上や地区毎の収集運搬
・業者への啓発
・仮置場の開設時期を周辺他自治体とできる
だけ調整する
・仮置場の管理に係る協定を結ぶ
・備品を優先的に確保できるよう協定を結ぶ
・必要な備品をリスト化し用意する

1-12

○ 第1回の内容について

アンケート結果

(1) 座学※を通じて、発災後の対応を具体的にイメ

ージできましたか。

※災害廃棄物処理対応について／応用地質㈱

できなかった 十分できた

１ ２ ３ ４ ５

(2) ワークショップ①を通じて、仮置場で想定され

る対応を具体的にイメージできましたか。

できなかった 十分できた

１ ２ ３ ４ ５

(3) ワークショップ①の時間配分は適切でしたか。

短い 適切 長い

１ ２ ３ ４ ５

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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○ 第2回の人材育成事業（ワークショップ）について
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第２回ワークショップでは、どのようなテーマを希望しますか。
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大規模災害により、近隣施設が被災し、遠方の処理施設で災
害廃棄物の処理を行わなければならない事例を想定し、主に静
脈物流の観点から、課題抽出、対応策等を取りまとめた。

想定する災害は、海溝型地震とする。被災地域は釧路総合振
興局管内の自治体とし、処理先については、空知総合振興局、
石狩振興局、胆振総合振興局、渡島総合振興局管内の廃棄物処
理施設各１施設とし、再資源化の観点から施設を選定し検討し
た。

ブロック内の広域連携に関する検討

資料2

※本検討資料では、釧路総合振
興局、空知総合振興局、石狩振
興局、胆振総合振興局、渡島総
合振興局をそれぞれ釧路、空知
、石狩、胆振、渡島と記載。

2-2

北海道災害廃棄物処理計画の想定地震のうち、釧路総合振興局で災害廃
棄物発生量が最大となる十勝沖地震（海溝型地震）を検討対象とした。

想定する災害

出典：北海道災害廃棄物処理計画（平成30年3月）p.3-9 一部加筆

北海道で
最大量

釧路で
最大量

設定地震別の災害廃棄物の最大発生量（全道）



2-3

災害廃棄物発生量

○ 推計方法
本検討では、北海道災害廃棄物処理計画で環境省災害廃棄物対策指針技

術資料に基づき推計した結果を使用した。

災害廃棄物の種類別割合

津波堆積物発生量の推計方法

災害廃棄物の発生原単位

出典：北海道災害廃棄物処理計画（平成30年3月）p.3-7,3-8

2-4

発生総量（千ｔ）

可燃物 不燃物 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 金 属 木くず 津波堆積物

空知 67 12 12 35 4 4 0

石狩 133 24 24 69 9 7 0

後志 2 0 0 1 0 0 0

胆振 190 10 10 28 4 3 136

日高 317 18 18 51 7 5 218

渡島 205 3 3 8 1 1 189

檜山 1 0 0 0 0 0 1

上川 9 2 2 5 1 1 0

留萌 1 0 0 0 0 0 0

宗谷 0 0 0 0 0 0 0

ｵﾎｰﾂｸ 23 4 4 12 2 1 0

十勝 887 47 47 135 17 14 626

釧路 2,480 266 268 769 98 80 1,000

根室 20 3 4 10 1 1 1

合 計 4,335 388 392 1,124 143 117 2,172

（総合）
振興局

建物被害起因

十勝沖地震の災害廃棄物発生量

出典：北海道災害廃棄物処理計画（平成30年3月）p.4-8をもとに作成

十勝沖地震の災害廃棄物発生量は、全道で4,335千トン、釧路振興局で
2,480千トン（全道の57%）と推計されている。処理先を想定する空知、石狩、
胆振、渡島では、計596千トンが発生すると推計されている。

○ 推計結果
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可燃物

11%
不燃物

11%

ｺﾝｸﾘｰﾄ

がら

31%

金 属

4%

木くず

3%

津波堆

積物
40%

可燃物

9%
不燃物

9%

ｺﾝｸﾘｰﾄ

がら

26%

金 属

3%

木くず

3%

津波堆

積物
50%

全道 釧路全道及び釧路において、津波
堆積物の占める割合が多く、
沿岸部で土砂混じりの災害廃
棄物の発生が想定される。
選別処理を行うことにより、
コンクリートがら、金属、木
くず、津波堆積物については、
再資源化を行うことが望まし
い。

2-6

一般廃棄物処理施設

○ 一般廃棄物焼却施設の処理可能量推計方法

災害廃棄物等の処理可能量

公称能力を最大限活用することを前提とした場合の災害廃棄物等の処理可能量

試算シナリオの設定（焼却（溶融）処理施設）

環境省災害廃棄物対策指針技術資料（H31.4改定）に基づき2つの方法で
推計した。

道計画に同じ

出典：災害廃棄物対策指針技術資料（平成31年4月改定） ※平成29年度の実績に基づき推計
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○ 一般廃棄物最終処分場の処理可能量推計方法

環境省災害廃棄物対策指針技術資料（H31.4改定）に基づき2つの方法で
推計した。

災害廃棄物等の処理可能量

公称能力を最大限活用することを前提とした場合の災害廃棄物等の処理可能量

試算シナリオの設定（最終処分場）
道計画に同じ

出典：災害廃棄物対策指針技術資料（平成31年4月改定）

※平成29年度の実績に基づき推計

2-8

○ 一般廃棄物処理施設の処理可能量推計結果
処理期間を2.7年とした場合、焼却施設の処理可能量は全道で694千～

1,877千トン、最終処分場の処理可能量は全道で172千～2,978千トンと推計
された。

一般廃棄物処理施設の処理可能量推計結果

残余容量-10年

埋立量

(千t/年) (千t/2.7年) (千t/年) (千t/2.7年) (千t/年) (千t/2.7年) （千t）

空知 10 26 8 23 3 10 271

石狩 105 284 284 767 15 41 511

後志 9 25 33 90 1 2 50

胆振 22 59 121 327 6 16 1,009

日高 3 8 13 34 1 2 46

渡島 23 64 52 140 10 28 291

檜山 1 3 13 36 1 2 37

上川 19 51 36 98 10 27 232

留萌 0 0 0 1 0 0 0

宗谷 0 0 9 25 1 2 45

ｵﾎｰﾂｸ 7 18 36 96 4 11 239

十勝 13 36 47 127 6 15 116

釧路 13 35 17 46 4 12 93

根室 5 13 25 68 1 4 38

合 計 229 622 694 1,877 62 172 2,978

高位シナリオ

最終処分場
（総合）
振興局

焼却施設

高位シナリオ 公称能力最大活用
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資料3
一般廃棄物焼却施設

一般廃棄物最終処分場

焼却施設の処理可能
量は、釧路で35千～
46千トン、処理先を
想定する空知、石狩、
胆振、渡島で計433
千～1,256千トンと
推計された。

最終処分場の処理可
能量は、釧路で12千
～93千トン、処理先
を想定する空知、石
狩、胆振、渡島で計
95千～2,082千トン
と推計された。

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す
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5千m3未満 5千～1万m3 1万～5万m3 5万～10万m3 10万m3以上

50t/日未満 50～100t/日 100～200t/日 200～300t/日 300t/日以上

○ 一般廃棄物処理施設の規模別整理
規模別に傾向を整理した結果、処理能力、残余容量の大きい施設が処理

可能量の大半を占めていた。

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す

最終処分場の残余容量別整理：

焼却施設の処理能力別整理：

0123456

空知

石狩

胆振

渡島

釧路

焼却施設数

0 100 200 300

空知

石狩

胆振

渡島

釧路

（千t）
処理可能量（高位シナリオ）

0 200 400 600 800

空知

石狩

胆振

渡島

釧路

（千t）
処理可能量（公称能力最大活用）

05101520

空知

石狩

胆振

渡島

釧路

最終処分場の数

0 10 20 30 40

空知

石狩

胆振

渡島

釧路

（千t）
処理可能量（高位シナリオ）

0 200 400 600 800 1,000

空知

石狩

胆振

渡島

釧路

（千t）
処理可能量（残余容量-10年埋立量）
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施設によっては沿岸部に位置しており、津波による被災が懸念される。

○ 一般廃棄物処理施設の位置

2-12

釧路

渡島

石狩

発生量と処理可能量の比較

○ 可燃物

可
燃
物
発
生
量

高
位
シ
ナ
リ
オ

公
称
能
力

最
大
活
用

凡例

220千～
231千t

11千～
14千t

260千～
743千t

49千～
317千t

61千～
137千t

発
生
量
と
処
理
可
能
量

(

2
パ
タ
ー
ン)

の
差

振興局ごとに発生量と処理可能量を比較すると、釧路では処理可能量が220
千～231千トン不足する。処理先を想定する空知、石狩、胆振、渡島では可
燃物発生量が少なく、特に石狩、胆振では施設に余力があると想定される。

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す

○千t：処理可能量不足
○千t：処理可能量満足

空知

胆振
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○ 不燃物

不
燃
物
発
生
量

高
位
シ
ナ
リ
オ

残
余
容
量-

10
年
埋
立
量

175千～
256千t

7千～
999千t

25千～
288千t

17千～
487千t

2千～
259千t

発
生
量
と
処
理
可
能
量

(

2
パ
タ
ー
ン)

の
差

凡例

振興局ごとに発生量と処理可能量を比較すると、釧路では処理可能量が175
千～256千トン不足する。処理先を想定する空知、石狩、胆振、渡島では不
燃物発生量が少なく、特に胆振、石狩では施設に余力があると想定される。
なお、空知では推計方法によっては処理可能量が不足する。

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す

○千t：処理可能量不足
○千t：処理可能量満足

空知

石狩

胆振
渡島

釧路

2-14

産業廃棄物処理施設

○ 産業廃棄物焼却施設の処理可能量推計方法

試算シナリオの設定（産業廃棄物処理施設）

災害廃棄物等の処理可能量

公称能力を最大限活用することを前提とした場合の災害廃棄物等の処理可能量

道計画に同じ

出典：災害廃棄物対策指針技術資料（平成31年4月改定）

環境省災害廃棄物対策指針技術資料（H31.4改定）に基づき2つの方法で
推計した。

※平成30年度の実績に基づき推計
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○産業廃棄物最終処分場の処理可能量推計方法

試算シナリオの設定（産業廃棄物処理施設）

災害廃棄物等の処理可能量

公称能力を最大限活用することを前提とした場合の災害廃棄物等の処理可能量

道計画に同じ

出典：災害廃棄物対策指針技術資料（平成31年4月改定）

環境省災害廃棄物対策指針技術資料（H31.4改定）に基づき2つの方法で
推計した。

※平成29年度の実績に基づき推計

2-16

○ 産業廃棄物破砕施設の処理可能量推計方法

試算シナリオの設定（産業廃棄物の破砕・選別施設）

出典：災害廃棄物対策指針技術資料（平成31年4月改定）

環境省災害廃棄物対策指針技術資料（H31.4改定）に基づき、木くず、
がれき類の破砕施設について、それぞれ1つの方法で推計した。
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800

空
知

石
狩

胆
振

渡
島

（千t） 高位シナリオ 公称能力最大活用

○ 産業廃棄物処理施設の処理可能量推計結果

焼却施設及び最終処分場の処理可能量には地域差がみられる。破砕施設
は地域差はあるものの、全体として処理可能量は大きい。

2,595千t

焼却施設 最終処分場（安定型） 最終処分場（管理型）

破砕施設（木くず） 破砕施設（がれき類）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

空
知

石
狩

胆
振

渡
島

（千t） 高位シナリオ
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（千t） 高位シナリオ 残余容量-10年埋立量
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800

1,000

1,200
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石
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胆
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渡
島

（千t） 高位シナリオ 残余容量-10年埋立量

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す
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50t/日未満 50～100t/日 100～200t/日 200～300t/日 300t/日以上

0123456

空知

石狩

胆振

渡島

焼却施設数
0 40 80 120

空知

石狩

胆振

渡島

（千t）
処理可能量（高位シナリオ）

0 1,000 2,000 3,000

空知

石狩

胆振

渡島

（千t）
処理可能量（公称能力最大活用）

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す

5千m3未満 5千～1万m3 1万～5万m3 5万～10万m3 10万m3以上最終処分場の残余容量別整理：

焼却施設の処理能力別整理：

処理能力、残余容量の大きい施設が処理可能量の大半を占めている。

○ 産業廃棄物処理施設の規模別整理

051015202530

空知

石狩

胆振

渡島

最終処分場の数
0 60 120 180 240 300 360

空知

石狩

胆振

渡島

（千t）
処理可能量（高位シナリオ）

0 500 1,000 1,500

空知

石狩

胆振

渡島

（千t）
処理可能量（残余容量-10年埋立量）

（安定型と管理型の和）
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処理可能量は概ね処理能力に比例している。

100t/日未満

100～200t/日

200～300t/日

300～400t/日

400t/日以上

250t/日未満

250～500t/日

500～750t/日

750～1000t/日

1000t/日以上

010203040

空知

石狩

胆振

渡島

破砕施設（木くず）の数

0 1,000 2,000 3,000

空知

石狩

胆振

渡島

（千t）
処理可能量（高位シナリオ）

01020304050

空知

石狩

胆振

渡島

破砕施設（がれき類）の数
0 3,000 6,000 9,000 12,000

空知

石狩

胆振

渡島

（千t）
処理可能量（高位シナリオ）

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す
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0

200

400

600

800

空知 石狩 胆振 渡島 合計

（千t）

高位シナリオ

残余容量-10年埋立量

高位シナリオ

残余容量-10年埋立量

高位シナリオ

残余容量-10年埋立量

全道

釧路

0

200

400

600

800

空知 石狩 胆振 渡島 合計

（千t）

高位シナリオ

公称能力最大活用

高位シナリオ

公称能力最大活用

全道

釧路

発生量と処理可能量が最大の施設の比較

2,301千t

一般廃棄物
焼却施設

産業廃棄物
焼却施設

可燃物
発生量

空知、石狩、胆振、渡島の各振興局管内において、処理可能量が最大の
施設を各1施設抽出し、釧路の災害廃棄物発生量と比較した（複数の方法
で推計した施設は、推計方法ごとに最大となる施設を抽出） 。

一般廃棄物
最終処分場

産業廃棄物
最終処分場
（安定型）

不燃物
発生量

産業廃棄物
最終処分場
（管理型）

可燃物発生量と処理可能量の比較

不燃物発生量と処理可能量の比較

924千t

2,537千t

1,633千t

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す
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0

250

500
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1000

1250

1500

空知 石狩 胆振 渡島 合計

（千t）

高位シナリオ

全道

釧路

0

300

600

900

空知 石狩 胆振 渡島 合計

（千t）

高位シナリオ

全道

釧路

木くず発生量と処理可能量の比較

産業廃棄物
破砕施設（木くず）

木くず
発生量

産業廃棄物
破砕施設（がれき類）

コンクリートがら
発生量

コンクリートがら発生量と処理可能量の比較

1,301千t

2,732千t

可燃物と不燃物は、高位シナリオの推計方法の場合、一般廃棄物及び産業廃棄物
処理施設の両方で処理が必要となる。公称能力最大活用と残余容量-10年埋立量の
場合、一般廃棄物又は産業廃棄物処理施設のいずれかの施設で処理が完了する。
木くず、コンクリートがらは、産業廃棄物処理施設で処理が完了する。

※処理可能量の処理期間はいずれも2.7年とした場合を示す
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輸送手段

○ 道路、港湾

釧路港

石狩湾新港

函館港

室蘭港 苫小牧港
(ﾘｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ) (ﾘｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ)

(ﾘｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ)

緊急輸送道路の他、耐震強化岸壁を有する港湾が、釧路や処理先を想定
する石狩、胆振、渡島で整備されている。

出典：北海道HP（緊急輸送道路網図）
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○ JR貨物

JR貨物のコンテナ取扱駅が、釧路や処理先を想定する空知、石狩、胆振
、渡島で整備されている。

20ft
ｺﾝﾃﾅ

20ft
ｺﾝﾃﾅ

30ft
ｺﾝﾃﾅ

産業
廃棄
物

特別管
理産業
廃棄物

帯広貨物 ● ● ● ● ●

釧路貨物 ● ● ● ● ●

中斜里
ORS

北旭川 ● ● ● ● ●

名寄ORS

北見 ● ●

小樽築港
ORS
札幌貨物
ターミナル

● ● ● ● ●

滝川 ● ●

東室蘭 ● ●

苫小牧貨物 ● ● ● ● ●

富良野

函館貨物 ● ● ● ● ●

大型コンテナの取扱 産業廃棄物

駅名

出典：JR貨物HP
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まとめ

釧路で災害廃棄物発生量が最大となる十勝沖地震を対象に、処理可能量が
最大となる空知、石狩、胆振、渡島の廃棄物処理施設各１施設における、処
理対応の可否を検討した。

可燃物

11%
不燃物

11%

ｺﾝｸﾘｰﾄ

がら

31%

金 属

4%

木くず

3%

津波堆

積物
40%

推計方法により処理可能量に差があるものの、産業廃棄物処理施設を活用
することで、概ね３年以内に処理可能と想定された。

災害廃棄物発生量 計2,480千トン 処理可能量推計対象施設

・一般廃棄物焼却施設

・一般廃棄物最終処分場

・産業廃棄物焼却施設

・産業廃棄物最終処分場

・産業廃棄物破砕施設

（木くず、コンクリートがら）
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課題と対応策
○処理可能量の推計結果について
・推計方法により差があることから、稼働状況を反映した処理可能量の把握が
必要と考えられる。
・沿岸部の廃棄物処理施設は、津波による被災リスクがあると想定されること
から、稼働停止等を考慮して処理先を検討することが望ましい。
・焼却施設及び最終処分場は、処理能力・残余容量の大きい施設が処理可能量
の大半を占めている。特にこれらの施設については、上記２点の対応が重要と
考えられる。

○広域的な処理先の調整について
・十勝沖地震では、釧路以外の振興局においても被災が想定されている。一方
、一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設ともに処理可能量の地域差が大きい。発
災後は、被災状況をふまえた処理先の調整が重要である。
・輸送手段は、ダンプトラック、JR貨物、船舶があることから、輸送量と処理
先を考慮して、効率的な輸送手段を選定することが望ましい。
・津波被害により、土砂や塩分混じりの災害廃棄物が発生すると想定されるた
め、受入れ先の基準に合わせた選別処理が重要になると想定される。

○その他
・釧路内の産業廃棄物処理施設（特に破砕施設）においても、受入れできる可
能性があることから、今後処理可能量等を把握することが望ましい。
・津波堆積物の再生利用については、別途、関係機関との調整により再資源化
を行う体制づくりが必要と考えられる。
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○補足

北海道地域防災計画で想定している地震は31 地震あり、震源により地域
における被害の程度は大きく異なる。各地域における被害の程度をより分
かりやすく推計するため、道内で発生が予測されている地震の震源の位置
や津波の影響度を勘案して道内を６エリアに分け、各エリアで最も木造住
居の全壊棟数が多い地震（海溝型及び内陸型の計９地震）と、震源の位置
を考慮して北海道北西沖（海溝型）及び沼田－砂川付近断層帯、標津断層
帯（内陸型）を合わせた12 地震を災害廃棄物の推計を行う想定地震として
設定している。

北海道災害廃棄物処理計画の想定災害の設定について
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○補足

地震動による被害想定項目

道では、「想定地震見直しに係る検討報告書（平成23年3月）」で設定し
た31地震193断層モデルで概略計算を行い、その結果を基に、詳細な被害想
定を行う地震として、24地震54断層モデルを選定し、これらのモデルを対
象に、地震動の被害想定調査を平成24年度から行っている。

平成29年度に、これまで公表してきた地震被害想定調査の結果をとりま
とめると共に、数値の精査を行った上で、全道版の結果を公表している。

出典：平成28年度地震被害想定調査結果（概要版）（平成30年2月）p.2

北海道の地震被害想定について

2-28

全道の地震被害想定調査結果（平成30年2月公表）のうち、釧路管内
で人的被害が最大となるのは、「十勝沖の地震」である。

しかしながら、同地震の被害想定結果には、津波による建物被害や浸
水面積は示されていない。このため、本検討では北海道災害廃棄物処理
計画において推計されている十勝沖地震を想定し検討を行った。

地震動 ：震度６強

建物被害：全壊589棟、半壊2,666棟

人的被害：死者数20人、避難者数 27,920人

釧路管内の十勝沖地震の被害概要

出典：平成28年度地震被害想定調査結果（概要版）（平成30年2月）p.15
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○ 検討目的

「社会福祉協議会との連携促進検討」の報告
資料3

項目 内 容

観点 大規模災害時における
効率的なボランティア受入れ体制整備

検討内容 課題の抽出及び対応策等を検討し、
社会福祉協議会との連携促進策を取りまとめる。

○ 検討内容

・大規模災害時の廃棄物対応には、初動が重要。
・ボランティアの受入れにより災害廃棄物の処理をスムーズに行うために、
社会福祉協議会とどのように連携したら良いか。

・胆振東部地震被災自治体の災害廃棄物処理における
受入れ体制を自治体にヒアリング

・災害時のボランティアの受入れ、作業状況について
北海道社会福祉協議会にヒアリング
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「社会福祉協議会との連携促進検討」の報告
資料3

○ 報告の目次

(1)社会福祉協議会、災害ボランティアセンター とは

(2)災害廃棄物対応における社会福祉協議会と自治体の役割

(3)社会福祉協議会と自治体はどのように連携したら良いか

(4)平時にやっておけること

(5)まとめ
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(1)社会福祉協議会､災害ボランティアセンターとは

出典：「市町村災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル～策定にかかる考え方～」【第2版】，
北海道災害ボランティアセンター､北海道社会福祉協議会，平成31年3月

北海道災害ボランティアセンターと
市町村災害ボランティアセンターの
関係（イメージ図）

市町村の
災害ボランティアセンターは、

必要に応じ設置される。

3-4

(1)社会福祉協議会､災害ボランティアセンターとは

出典：「市町村災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル
～策定にかかる考え方～」【第2版】，北海道災害ボランティ
アセンター､北海道社会福祉協議会，2019年3月

災害対策本部と社会福祉協議会との連携
により設置される。
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(2)災害廃棄物対応における
社会福祉協議会と自治体の役割

写真の出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」，
環境省災害廃棄物対策情報サイトトップ，2016年3月
http://kouikishori.env.go.jp/document_video/

ボランティア

被災者を支援したい

自治体担当者

廃棄物処理を進めたい

3-6

廃棄物処理担当者がボランティアに依頼する際の注意事項

(2)災害廃棄物対応における
社会福祉協議会と自治体の役割

出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」，
環境省災害廃棄物対策情報サイトトップ，2016年3月
http://kouikishori.env.go.jp/document_video/

仮置場の管理･指導の
担い手 としての役割を
期待

※市町村が役割を決
める。
※仮置場の運営につ
いて、周知が必要。
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災害ボランティアセンター
運営にあたっての注意事項

(2)災害廃棄物対応における
社会福祉協議会と自治体の役割

出典：「市町村災害ボランティアセンタ
ー設置・運営マニュアル～策定に
かかる考え方～」【第2版】，北海道

災害ボランティアセンター､北海道
社会福祉協議会，2019年3月

市町村行政との情報共有
が重要

災害ゴミ処理の主体は
市町村

3-8

平成30年北海道胆振東部地震における
ボランティアセンターの災害廃棄物処理状況

(2)災害廃棄物対応における
社会福祉協議会と自治体の役割

（北海道社会福祉協議会へのヒアリング結果）

A町 B町 C町

災害ごみの搬出
（被害者宅からの運び
出し）

ボランティアが対応 ボランティアが対応 ボランティアが対応

災害ごみの運搬
（集積場所への運搬、
積み下ろし）

ボランティアが対応
（トラック等をボラン
ティアセンターがリー
ス）

ボランティアが対応
（トラック等をボラン
ティアセンターがリー
ス）

ボランティアが対応
（トラック等をボラン
ティアセンターがリー
ス）

災害ごみ集積所での
分別や管理

一部ボランティアが対
応

当初ボランティアが対
応、途中で中止（危険
なため）

災害ボランティアセン
ターでは対応なし

災害ごみ分別に関する
周知・啓発活動

一般ごみ、災害ごみ
の分別を可視化する
表を、ボランティアセ
ンターが作成

-

災害ごみ受け入れ終
了時に、啓発するチラ
シを役場担当と協力
し作成
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(2)災害廃棄物対応における
社会福祉協議会と自治体の役割

（北海道社会福祉協議会へのヒアリング結果）

平成30年北海道胆振東部地震におけるボランティアの意見

・災害に関係ない（発災以前の状況による）家財道具等の支援に関する考えに、運営側とニーズ調査側の見
解の不一致があったためセンターとして統一したほうがよかった。

・ごみの分別（災害ごみ？一般ごみ？）について本部もボランティアも曖昧な時期があった。
・ごみの分別についても、各自治体によって異なる為、判断しやすい資料があると対応しやすかったと思う
・当日対応している職員間での情報の共有が大切だと感じた。 （災害ごみ等で処分できない物を収集してし
まい、再度返却を行うなどの二度手間防止等）

・被災・災害ごみ等で、本来の災害ボランティアセンターがする業務内容と、明らかに被災・災害ごみ等でな
いものが同時進行している状況があった。ニーズ調査や説明が必要。

・行政のトップダウン体質（行政案件だから早くやってという風潮と断れない関係性）があった。
・災害ボランティアセンターの中で、どこまでを被災ごみとして扱うか、ごみ集積所が開設された時点で明確に
しておくことで、ボランティアさんにも分かりやすく活動して頂けたのではと感じています。

・災害ごみの判断はボランティアの方々としっかりと確認を行わないと回収後トラブルになりしっかりとした事前
情報共有や説明が重要。

・災害ごみの処理方法についての周知が難しかった。災害ごみと一般ごみの選別、境界が難しく、被災者へ
の説明も統一した対応が求められると感じた。

・役所と地元社協の情報共有が不足していたように感じた。ボランティア活動の指示が曖昧な場面があった。
・「震災ごみ」は収集・運搬（対象品、処分方法、運搬先）の際、状況をスタッフもボラも共通認識できるような
引き継ぎが必要と感じた。(災害ごみとして認定させるため、ﾎﾞﾗに皿を割ってもらうボランティアをしていた
が…、どうなのか）

・ごみ搬送のための車両が不足(主に災害ごみ搬送用のトラック)した。
・災害ボラセンの役割以上の活動をせざるを得ない状況になっていた。
・災害ごみの判定などで問題があったと思う。
・大量の家庭ごみの廃棄をさせられて不満を抱いたボランティアが大勢いた。
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災害廃棄物処理にあたったボランティアの意見

(2)災害廃棄物対応における
社会福祉協議会と自治体の役割

（北海道社会福祉協議会へのヒアリング結果）

・ボランティアの役割を決めておくことが重要
・ボランティアが仮置場で分別の指導など判断を伴う作業をするのは困難。

平時の分別方法が分からない。
災害による廃棄物かどうかの判断がつかない。
被災者とのトラブルが起きる。
被災者への指示は心理的な負担がある。

・災害ボランティアセンターと自治体の情報共有が重要
・双方の窓口を決め、定期的に連絡をとると良い。
ボランティアに廃棄物処理状況（仮置場の場所や時間）が伝わる。
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(3)社会福祉協議会と自治体は
どのように連携したら良いか

出典：「災害廃棄物対策の基礎～過去の教訓に学ぶ～」，
環境省災害廃棄物対策情報サイトトップ，2016年3月
http://kouikishori.env.go.jp/document_video/
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(3)社会福祉協議会と自治体は
どのように連携したら良いか

[北海道胆振東部地震の例]
発災当初、3町の災害ボランティアセン
ター内に道職員や町職員が常駐し、
連絡調整を実施。

連携の具体例

[NPO等による会議開催の例]
(1)（胆振東部地震）「情報共有会議」：
北海道ＮＰＯサポートセンターが実施
（被災地で開催）
(2)北海道災害ボランティアネットワー
ク会議（災害時）：北海道社協が開催

社会福祉協議会も自治体との
連携促進のために動いている。

出典：「市町村災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル
～策定にかかる考え方～」【第2版】，北海道災害ボランティ
アセンター､北海道社会福祉協議会，2019年3月
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(3)社会福祉協議会と自治体は
どのように連携したら良いか

行政・災害VC・NPO 等による連携体制
（平成29 年7 月
九州北部豪雨
災害時の朝倉市
における連携事例）

出典：「防災における行
政のNPO・ボランティア

等との連携・協働ガイド
ブック」，内閣府防災担
当，2018年4月
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(4)平時にやっておけること

・災害廃棄物処理計画にボランティアに依頼することを具体的に記す。

・互いの計画に関し、情報共有する。
・社会福祉協議会に災害廃棄物処理計画を示す。
・｢市町村災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル
～策定にかかる考え方～」【第2版】 ｣
｢防災における行政のNPO･ボランティア等との連携･協働ガイドブック」

から情報を入手する。
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(5)まとめ

対策案

・大規模災害時の廃棄物対応には、初動が重要。
・発災後、速やかに災害ボランティアセンターが設置されるような備えが
必要。

・平時より、各自治体のボランティア受入れ団体（多くは社協）と協議のう
えで、ボランティアの役割を決めておき、発災時に適切に依頼できるよ
うな備えが必要。

・ボランティアに仮置場での分別の指導など判断を伴う作業や危険な作
業は行わせない。

・ボランティアの「人を助けたい」とい気持ちを大切にする。
・発災時のボランティアとの連絡窓口を決めておく（体制構築）。
・発災時には定期的に情報共有し、互いの状況を把握できるようにする。

課題の抽出

・ボランティアの役割が明確になっておらず、廃棄物の分別判断を行わな
ければならない状況が起きる場合がある。

・現地状況の連絡が不徹底で、仮置場の運営等に関する情報がボラン
ティアに伝わっていない場合がある。
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○ 過去の事例

東日本大震災以降に発生した、主な災害における、災害廃棄物処理の記
録の事例をまとめた。
参考とした災害については、下記のとおり。

胆振東部地震の取りまとめに向けた準備

災害名 災害の種類 発災時期 自治体

東日本大震災 地震、津波 平成23年3月11日 ①岩手県
②宮城県

台風第11号・台風第12号・
前線による豪雨

水害 平成26年8月19～20日 ③広島市

台風第18号等 水害 平成27年9月9～10日 ④常総市

平成28年熊本地震 地震 平成28年4月14・16日 ⑤熊本県
⑥益城町

資料4
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■東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録

はじめに

概要版

第1章 東日本大震災津波の被害

第2章 災害廃棄物の処理をめぐる環境等

第3章 災害廃棄物の処理

第4章 仮置場の現状回復

第5章 災害廃棄物の処理の進捗管理

第6章 本県からの提言

資料編

①岩手県

②宮城県 ■災害廃棄物処理業務の記録＜宮城県＞

はじめに

第1章 災害廃棄物処理業務に係る調整と取組み

第2章 気仙沼処理区の災害廃棄物処理業務

第3章 南三陸処理区の災害廃棄物処理業務

第4章 石巻ブロックの災害廃棄物処理業務

第5章 宮城東部ブロックの災害廃棄物処理業務

第6章 名取処理区の災害廃棄物処理業務

第7章 岩沼処理区の災害廃棄物処理業務

第8章 亘理処理区の災害廃棄物処理業務

第9章 山元処理区の災害廃棄物処理業務

第10章 処理先の確保

第11章 解体・現状復旧工事

第12章 災害廃棄物処理業務の課題等（まとめ）

資料編
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③広島市

④常総市

■平成26年8月豪雨に伴う広島市災害廃棄物処理の記録

はじめに

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章 広島市災害廃棄物処理の成果と課題

別添資料

おわりに

■平成27年9月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録

はじめに

第1章 初動対応

第2章 処理着手

第3章 処理実施・完了

第4章 災害廃棄物処理の成果と課題・教訓

別添資料

4-4

⑤熊本県

⑥益城町

■平成28年熊本地震における災害廃棄物処理の記録

はじめに

第1章 平成28年熊本地震の概要

第2章 し尿・生活ごみの処理

第3章 災害廃棄物仮置場

第4章 災害廃棄物の処理

第5章 災害廃棄物二次仮置場

第6章 損壊家屋等の公費解体

第7章 災害廃棄物の処理に係る体制

第8章 事業の財源

さいごに

資料編

■平成28年熊本地震による益城町災害廃棄物処理事業記録

はじめに

第1章 益城町の概要

第2章 被害状況

第3章 損壊家屋等の解体・撤去

第4章 災害廃棄物収集処分

第5章 ごみ収集

第6章 し尿収集

第7章 事業の財源

第8章 益城町からの提言

資料集
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○ 記録誌の種類

記録誌の大きな流れとして、次の通り分類できる。

１．時系列に整理したもの ：③広島市、④常総市
２．処理の流れで整理したもの：①岩手県、⑤熊本県、⑥益城町
３．処置区別に整理したもの ：②宮城県

○ 昨年度の成果

昨年度の業務において、次の事項についての整理が成されている。

必要項目 内容

被害状況・災害廃棄物発生量・処理フロー等の取りまとめ

被害状況 報告書

各主体における対応の振り返り

被災自治体

厚真町・安平町・むかわ町・札幌市 アンケート

支援自治体

苫小牧市・登別市 アンケート

その他

環境省・北海道・産業廃棄物協会 アンケート

4-6なお、記録誌へ記載されている事項は、処理実行計画や災害報告書が元
になると考えられる。したがって、既存資料の有無については確認する必
要がある。さらに、より伝わる記録誌とするためには、写真を多く使用す
ることが必要である。

○ 必要項目の整理

記録誌の目次案の作成に向けて、今後必要となる情報について以下に整
理した。

必要項目 対応

被害状況・災害廃棄物発生量・処理フロー等の取りまとめ

災害廃棄物発生量

処理フロー

収集運搬

仮置場

環境対策

損壊家屋等の撤去 実績の実施内容について確認

選別・処理・再資源化

最終処分

広域処理

処理困難物

思い出の品

被災各市町で発災後に起きた問題とその対応 昨年度のアンケート結果の再整理

道内全域停電によって生じた施設管理への対応 施設のピックアップ

発生した腐敗性廃棄物への対応（量の把握含む） 発生した腐敗性廃棄物の整理

今後の災害廃棄物処理の対応に向けた改善点 昨年度のアンケート結果の再整理
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○ 具体的な記載事例

前述の必要項目を整理する上で、過去の記録誌から具体的な事例を整理
した。

例１）仮置場位置図

仮置場の情報が一枚に
まとまっている。

出典：③常総市

4-8

例２）災害廃棄物処理フロー

最終的な処理の
流れがまとまっ
ている。
具体的に、最終
数量が入ってお
り、わかりやす
い。

出典：②広島市
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例３）処理体制を整備する上での必要事項

次の災害への
備えとして、
人材確保の目
安となる。

出典：⑤熊本県
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○ 自治体ヒアリング結果

記録誌の作成に向けて、被災自治体へのヒアリングを実施した。

①ヒアリングの概要

ヒアリング先

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

町民福祉課

災害廃棄物グ
ループ
篠原主幹

町民生活課
萬課長

住民課
吉川課長

環境衛生部
ゼロごみ推進室
ゼロごみ推進課
浅野目主査、
伊藤主事

災害廃棄物に関するデータを所有している部署等

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

町民福祉課

災害廃棄物グ
ループ

総務企画課

危機対策グルー
プ

務課防災係 環境衛生部
ゼロごみ推進室
ゼロごみ推進課
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②被害状況・災害廃棄物発生量・処理フローなどの取りまとめ

被害状況

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

・資料受領 ・査定資料で対
応可能

・住民課で対応
（10日間）

・資料受領

収集運搬

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

― ― ・住民課で対応
（10日間）

・資料受領

・初期段階で、
収集車両等を確
認

災害廃棄物発生量

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

・資料受領 ・査定資料で対
応可能

・住民課で対応
（10日間）

・資料受領

処理フロー

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

・資料受領 ・査定資料で対
応可能

・住民課で対応
（10日間）

・資料受領
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仮置場

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

・発災2日後、2

箇所設置（町内
の北と南）

・仮置場の管理、
運営等は、産業
廃棄物協会に委
託。（道の協定
を利用）

・仮置場は2箇所。・住民課で対応
（10日間）
・6日の被災後、
9日に仮置場を10

箇所設置（片付
けごみ）。
・3日間でいっぱ

いになってしま
い、一度閉鎖し
て1箇所に集約し
た。

・集約する際の
運搬は建設業協
会で実施。分別
～処理まで委託。

―
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厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

2018/10/11～受付
開始
～2019/10/31 受
付終了
～2020/3/31 解体
完了予定

・数量について
は、「タナカコ
ンサルタント」
に委託。

― ・家屋の被災は
大きなものはな
い。

―

損壊家屋等の撤去

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

― ・ほとんどのも
のを、平取衛生
組合で処理。

・ほとんどのも
のを、平取衛生
組合で処理。

―

損壊家屋等の撤去
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厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

― ・苫小牧、岩見 ・岩見 、登別 ―

広域処理

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

・ほとんどのも
のを、平取衛生
組合で処理。

― ― ―

処理困難物

③各主体における対応の振り返り

厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

― ― ・資料あり ・資料受領

どのような行動をしたか
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厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

・環境省、道、
振興局の支援を
受けることがで
きた。

・プッシュ型の
支援を受けるこ
とができた。

・分別収集はで
きた。混合ごみ
にはならなかっ
た。

・熊本県（御船
町）、秋田県、
宮城県、富山県
からの支援を受
けることができ
た。特に御船町
は熊本地震の時
と町の立場が同
じで、アドバイ
スをたくさんも
らえた。

― ・初期段階で状
況を確認し、必
要作業の確認及
び決定ができた。

・早めの広報が
できた（9/6朝に

は当日の通常収
集できない旨、
広報）。

・直営の収集車
両を所持してい
たこと、収集経
験者がいたこと
で、臨時で収集
できた。

うまくいったこと
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厚真町 むかわ町 日高町 苫小牧市

― ― ― ・資料受領

・通常、安平町、
厚真町の廃棄物の
受入れしている。
・9/7～むかわ町、

安平町、厚真町の
現地視察。

・安平町の支援が
不足している状況
で、プッシュ型で
支援。10/18～支援
開始。

・施設の改修時期
で、受入量は少な
かった。

・平取の焼却施設
も定修直後だった
ため支援した。

支援自治体として
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○ 今後の方針

他の被災の記録誌の事例
から、目次案を整理した。

今後、胆振東部地震によ
り発生した災害廃棄物処理
の記録を作成するにあたり、
今年度実施したヒアリング
内容を考慮し、最終的な
データ収集・取りまとめを
実施していく。

■平成30年北海道胆振東部地震により発生した災害廃棄物処理の記録

【目次案】

はじめに

第1章 胆振東部地震の概要

第2章 初動対応

1 組織体制

2 仮置場の設置

3 災害廃棄物発生量の推計

4 し尿、避難所ごみ、生活ごみ対応

第3章 災害廃棄物の処理

1 処理の方針

2 処理スケジュール

3 処理フロー

4 仮置場の運営・管理

5 収集・運搬

6 処理・処分

7 進捗管理

8 処理困難物への対応

9 思い出の品への対応

10 仮置場の復旧

第4章 損壊家屋等の解体・撤去

1 経緯

2 公費解体・撤去の流れ

3 解体・撤去の実績

第5章 道内全域停電によって生じた施設管理への対応

第6章 災害廃棄物処理事業の財源

第7章 今後の災害廃棄物処理の対応に向けた改善点

資料集（データ）
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タイムライン例のとりまとめ
資料5

○ 事例の整理

資料4でとりまとめた各記録誌には、資料集の中にタイムラインがまと
められている。
事例として記録誌から収集できた例は水害に対するものであり、局所災

害に該当するものである。

大規模災害時については、全国の自治体で作成している災害廃棄物処理
計画の中で、タイムラインがまとめられている例がある。

本検討では、様々な想定災害の例を基に、タイムラインを整理するため
に、過去の被災事例及び自治体の処理計画を参考とした。

＜タイムラインの特徴＞
・処理の項目ごとにタイムラインを整理
・各主体（市・県・国・その他）及び災害廃棄物処理に必要な事項
（4項目）で区分しタイムラインを整理

本検討では、発災から仮置場設置までについて、各主体及び処理の項目
の両方が記載されるタイムライン例とした。
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過去の事例①：広島市（水害）
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過去の事例②：常総市（水害）
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処理計画の事例①：松山市（大規模災害）
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処理計画の事例①：松山市（大規模災害）
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処理計画の事例②：広島県（初動マニュアル）
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○ 発災～仮置場設置までに必要な対応

災害が発生してから仮置場を設置するまで（72時間）に必要な対応につ
いて、平成29年度に作成した『発災直後に被災市町村等が災害廃棄物処理
を行うために最低限行うべきこと』を基にとりまとめた。
タイムラインを検討する上で、これらの対応について役割を区分して記

載することとした。
※72時間…平成29年度にまとめた『発災直後に被災市町村等が災害廃棄物処理を行うために最

低限行うべきこと』で仮置場の設置目安時間

①情報収集及び記録

職員の安否、参集状況の確認
被災状況確認
・インフラ（運搬ルート）
・避難所数、避難者数
・上下水道、し尿処理施設
・収集運搬業者（し尿、廃棄物）
・廃棄物処理施設の被災状況確認

＜項目＞ ＜必要な対応＞ ※下線は他の項目にも関係するもの

②協力体制の構築

情報共有
体制の整備
行動手順の確認
協定内容の確認
法的な支援の検討
支援、受援内容の検討
代行処理の検討
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④仮設トイレの設置、維持管理

⑤し尿の収集・処理

⑥災害廃棄物運搬方法の決定

⑦生活ごみ、避難所ごみの
収集・処理

⑧一次仮置場の開設、
運営管理

仮設トイレ設置の要否
仮設トイレの確保、設置
備蓄トイレ配布の要否

人員、車両の確保
運搬ルートの確認
し尿の収集
処理先の確保

人員、車両の確保
運搬ルートの確認
生活ごみ、避難所ごみの収集
処理先の確保

人員、車両の確保
運搬ルートの確認
災害廃棄物の収集

災害廃棄物発生量の推計
仮置場必要面積の算出
仮置場の選定
分別看板の設置
管理員、作業員の確保、配置

③住民への周知

区分方法、排出方法の周知
・生活ごみ
・避難所ごみ
収集時期、廃棄物の種類、収集場所等の周知
・災害廃棄物（片付けごみ）
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○ 北海道ブロックにおけるタイムライン例

※別紙参照
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北海道ブロックにおける
災害廃棄物処理計画策定モデル事業

検討概要

取扱注意 資料6
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○モデル事業の背景

出典：環境省 災害廃棄物対策情報サイトより

Ⅰ．北海道ブロック内災害廃棄物処理計画策定モデル事業
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【北海道ブロックの背景】
・平成29年3月策定
「大規模災害時における北海道ブロック災害廃棄物対策行動計画（第一版）」

・各自治体における災害廃棄物処理計画の策定が進んでいない。
計画を公開している自治体

札幌市、旭川市、帯広市、江別市、千歳市、西いぶり広域連合、芽室町

【検討の目的】
・災害時の廃棄物処理課題に着目した実効性の高い
災害廃棄物処理計画の策定を推進する。
・モデル事業により得られたノウハウを他の自治体でも参考として活用できるよう、
地域の特性を反映した災害廃棄物処理計画の骨子案を作成し、
ブロック協議会等において共有することで
ブロック内の処理計画策定率の向上及び発災時の対応力強化を図る。

自治体向けの災害廃棄物処理計画策定モデル事業を実施

○北海道ブロックモデル事業の目的

6-4

○検討内容

実施項目 概要

（１）各地域で想定される

発災時の課題及び対策

各地域が抱える諸課題について調査・検討を行い、課

題解決のための対策を提案する。

（２）モデル事業実施地域

における骨子案の策定

以下の項目について検討を行い、地域別に骨子案を

策定する。

（A）災害廃棄物発生量等の推計

（B）仮置場の検討

（C）災害廃棄物の処理方法の検討

（D）災害廃棄物の処理体制

（３）意見交換会の開催、

打合せ等

対象自治体の廃棄物処理の実情に精通している地元

関係者の協力や、有識者からの助言を得ながら業務

を進め、環境事務所、当該地域自治体等と定期的に

打ち合わせを行う。

・現地打合せ：２回

・意見交換会：２回



6-5

○モデル事業実施自治体

倶知安町

北部桧山衛生
センター組合

南部桧山衛生
処理組合

旭川市

苫小牧市

森町
鹿部町

西いぶり
広域連合

小樽市

恵庭市

陸別町
足寄町
本別町

北見市

斜里町

厚岸町

釧路市

音更町

芽室町

帯広市

稚内市

登別市
白老町

平成29年度 10事業

平成30年度 6事業

令和元年度 3事業
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○計画骨子案の策定と提供

共通検討項目 計画骨子案

平成29年度

（A）災害廃棄物発生量等の推計

（B）仮置場の検討

（C）災害廃棄物の処理方法の検討

（D）災害廃棄物の処理体制

北海道ブロック共通の標準計画骨子案を策定し、
各自治体に提供
参考
・災害廃棄物対策指針（平成26 年3 月）
・大規模災害時における北海道ブロック災害廃棄

物対策行動計画（第1 版）（平成29 年3 月）
・北海道災害廃棄物処理計画（平成30 年3 月）

平成30年度

昨年度の標準骨子案を基に、各検討項目を反映さ
せた骨子案を各自治体ごとに策定し、提供
参考
・北海道ブロック標準計画骨子案

（平成30 年3 月）

令和元年度

北海道版ワークシートを基に、各検討項目を反映さ
せた骨子案を各自治体ごとに策定し、提供

参考
・市町村災害廃棄物処理計画策定ワークシート

（案）（平成31 年3 月）
・北海道災害廃棄物処理計画（平成30 年3 月）
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○北海道版ワークシート

北海道版ワークシートの概要

備考 本編対応頁 資料編対応頁

1編 総則
1章 背景及び目的 P.1 - 災害廃棄物対策指針（P.1-1）
2章 本計画の位置づけ P.1～2 - 災害廃棄物対策指針（P.1-3～1-4）
3章 基本的事項 - - -
（１）対象とする災害 P.3 P.3-1～3-5 地域防災計画、被害想定
（２）対象とする災害廃棄物 P.3 - 災害廃棄物対策指針（P.1-9～1-10）
（３）災害廃棄物処理の基本方針 P.8～9、25 - 地域防災計画
（４）処理主体 P.7、31 - 災害廃棄物対策指針（P.1-11、2-19、2-37）
（５）地域特性と災害廃棄物処理 - - 地域防災計画
（６）教育訓練・研修 P.32 P.1-21 災害廃棄物対策指針（P.2-5～2-6）

2編 災害廃棄物対策
1章 組織体制・指揮命令系統 - - -
（１）市町村災害対策本部 札幌市の例を記載 - P.1-1～1-2 地域防災計画

（２）災害廃棄物対策の担当組織
災害廃棄物担当組織図の例を記
載

- P.1-16～1-19 地域防災計画

2章 情報収集・連絡 - - -
（１）市町村災害対策本部との連絡及び収集する情報 P.29 P.1-3～1-4 災害廃棄物対策指針（P.2-2、2-20、2-37）
（２）国、近隣他都道府県等との連絡 - P.1-7 災害廃棄物対策指針（P.2-2～2-3）
（３）道との連絡及び報告する情報 - P.1-4 災害廃棄物対策指針（P.2-2、2-20、2-37）

3章 協力・支援体制 - - -
（１）自衛隊・警察・消防との連携 - P.1-13 地域防災計画、災害廃棄物対策指針（P.2-2、2-21、2-37）
（２）市町村等、都道府県及び国の協力・支援 図は道計画※の資料編より引用 P.33 P.1-5、1-7～1-10、1-13 地域防災計画、災害廃棄物対策指針（P.2-2～2-4、2-21～2-22、2-37）

（３）民間事業者団体等との連携 -
P.1-13～1-14、4-11～

4-18
地域防災計画、災害廃棄物対策指針（P.2-4、2-22、2-38）

（４）ボランティアとの連携 - - 地域防災計画、災害廃棄物対策指針（P.2-5、2-22、技1-21）
（５）災害廃棄物処理の事務委託、事務代替 - P.1-11～1-12 災害廃棄物対策指針（技1-9-2）

4章 住民等への啓発・広報 P.30 P.1-6、1-23 地域防災計画、災害廃棄物対策指針（P.2-16～2-17、2-35、2-48、技1-23、技1-24）
5章 一般廃棄物処理施設等 - - -
（１）一般廃棄物処理施設の現況 札幌市の例を記載 - - 一般廃棄物処理計画、災害廃棄物対策指針（P.2-6～2-7、2-22、2-38）
（２）仮設トイレ等し尿処理 - P.2-29～2-30 災害廃棄物対策指針（P.2-7、2-22～2-23、2-38）
（３）避難所ごみ P.2-31 災害廃棄物対策指針（P.2-7、2-23～2-24、2-38、技1-11-1-2）

6章 災害廃棄物処理対策 - - -
（１）災害廃棄物処理の全体像 - - -

（２）発生量・処理可能量
発生量、処理可能量は骨子案より
引用

- P.3-6～3-14 災害廃棄物対策指針（P.2-8～2-9、2-24～2-25、技1-11-1-1、技1-11-2）

（３）処理スケジュール - P.2-1～2-2、2-41 災害廃棄物対策指針（P.2-9、2-25～2-26、2-39）
（４）処理フロー 処理フローは骨子案より引用 P.10～13 P.2-3、2-14～2-15 災害廃棄物対策指針（P.2-9、2-26、2-39、技1-11-3）
（５）収集運搬 P.23 P.2-7～2-8、2-40、2-42 災害廃棄物対策指針（P.2-9～2-10、2-26～2-27、2-39～2-40、技1-13）

（６）仮置場
仮置場必要面積の推計式、仮置
場の定義は道計画より引用

P.14～17 P.2-4～2-7、2-10～11 災害廃棄物対策指針（P.2-10～2-12、2-27～2-29、2-40～2-41、技1-13）

（７）環境対策、モニタリング - P2-33～2-36、2-42 災害廃棄物対策指針（P.2-12、2-29、2-41、技1-14-7）
（８）損壊家屋等の撤去(必要に応じて解体） - P2-9 災害廃棄物対策指針（P.2-13～2-14、2-30～2-31、2-42～2-43、技1-15-1）
（９）選別・処理・再資源化 P.18～19 P.2-10、2-12～2-13 災害廃棄物対策指針（P.2-14、2-31～2-33、2-43～2-46）
（１０）最終処分 P.21 P.2-17、2-40 災害廃棄物対策指針（P.2-14、2-46）
（１１）広域的な処理・処分 P.24 P.2-41 災害廃棄物対策指針（P.2-14、2-46）
（１２）有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策 P.22 P.2-19～2-28 災害廃棄物対策指針（P.2-15、2-34、2-47）、災害時処理困難物対応マニュアル（環境省中国四国地方環境事務所）
（１３）津波堆積物（津波の被害の可能性のある市町村） - P.2-18～2-19、3-8 災害廃棄物対策指針（P.2-15、2-34、2-47）、東日本大震災津波堆積物処理指針（平成23年7月 環境省）
（１４）水害による廃棄物への対応 P.2-31～2-32 災害廃棄物対策指針（P.2-18、2-36、2-49）
（１５）思い出の品等 - P.2-28～2-29 災害廃棄物対策指針（P.2-15～2-16、2-34、2-47、技1-10-16）

（１６）その他地域特性のある災害廃棄物処理対策
骨子案、道計画を参考に地域特
性のある災害廃棄物処理対策に
ついて記載

P.16 -

7章 災害廃棄物処理実行計画の作成 - P.2-37～2-42 災害廃棄物対策指針（P.1-5～1-7、2-24、2-39）

8章 処理事業費等 - - 災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）（平成26年6月 環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）
9章 災害廃棄物処理計画の見直し P.6、36 - 災害廃棄物対策指針（P.2-17）

参考資料※

目次

北海道版ワークシート 北海道災害廃棄物処理計画

北海道版
市町村災害廃棄物処理計画策定
ワークシート

北海道
災害廃棄物処理計画

対策指針等

参考資料
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○検討結果 森町・鹿部町

モデル地域の概要と想定される災害

①地域的特徴
北海道の南端、渡島半島の東部にあり、駒ケ岳山麓

の一角に位置している。
北東に内浦湾に面しており、気象は、１年を通じて比

較的温暖で雪も比較的少ない地域である。

【地震】

・三陸沖北部の地震

・北海道南西沖（モデルNo.2）の地震

・函館平野西縁断層帯（モデル45_2）の地震

○モデル地域の概要

○対象とする災害

森町

鹿部町

②平時のごみ処理状況
可燃ごみは、渡島廃棄物処理広域連合のクリーンおしまで中間処理している。
森町の不燃ごみ、資源ごみ及び可燃・不燃粗大ごみは、森町リサイクルプラザで

破砕選別、資源化処理が行われ、残渣は最終処分場で埋立処分している。
鹿部町の不燃ごみ、資源ごみは、森町リサイクルプラザで破砕選別、資源化処理

が行われ、不燃粗大は、最終処分場で埋立処分している。
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○検討結果 森町・鹿部町

モデル地域の概要と想定される災害

森町役場

リレーポート茅部

さわら一般廃棄物
最終処分場

森町リサイクルプラザ

森町衛生センター
（し尿処理場）

クリーンおしま
（渡島廃棄物処理広域連合)

森町一般廃棄物
最終処分場

鹿部町役場鹿部町一般廃棄物
最終処分場

緊急輸送道路
：一次

：二次

：三次
一般廃棄物処理施設の位置
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○検討結果 森町・鹿部町

災害廃棄物発生量等の推計

対象とする災害における被害想定結果を用いて、「災害廃棄物対策指針」 や環
境省本省検討会資料をもとに、災害廃棄物発生量等の推計を行った。

災害廃棄物発生量の推計結果

災害廃棄物発生量（t）
可燃物 不燃物 ｺﾝがら 金属 柱角材 津波堆積物 合計

北海道南西沖(モ
デルNo.2)の地震

森町 200 200 578 73 60 - 1,112

鹿部町 20 20 57 7 6 - 109

函館平野西縁断層
帯(モデル45_2)の
地震

森町 108 108 313 40 33 - 602

鹿部町 14 14 41 5 4 - 80

三陸沖北部の地震
森町 71 71 204 26 21 - 393

鹿部町 28 28 81 10 8 - 156

片づけごみ
発生量 (t)

避難所ごみ
発生量 (t/日)

仮設トイレ
必要基数 (基)

北海道南西沖(モ
デルNo.2)の地震

森町 207 0.5 11

鹿部町 18 0.1 2

函館平野西縁断層
帯(モデル45_2)の
地震

森町 162 0.4 9

鹿部町 11 0.03 1

三陸沖北部の地震
森町 101 0.3 6

鹿部町 24 0.1 1

片づけごみ・避難所ごみ発生量、仮設トイレ必要基数の推計結果
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○検討結果 森町・鹿部町

仮置場の検討

災害廃棄物発生量等の推計結果を用いて、 「災害廃棄物対策指針」 や環境
省本省検討会資料をもとに、仮置場必要面積を推計した。また、仮置場の選定方
法、運営・管理方法について検討した。

住民用仮置場(ha) 一次仮置場 (ha)

北海道南西沖(モデルNo.2)
の地震

森町 0.04 0.4

鹿部町 0.00 0.0

函館平野西縁断層帯(モデ
ル45_2)の地震

森町 0.03 0.2

鹿部町 0.00 0.0

三陸沖北部の地震
森町 0.02 0.1

鹿部町 0.00 0.01

仮置場必要面積推計結果

仮置場の設置、運営

平成２３年東日本大震災や平成２８年熊本地震、平成３０年北海道胆振東部
地震など過去の大災害の教訓から、処理期間の短縮、低コスト化、生活環境の保
全や公衆衛生の悪化の防止等の観点から、搬入時から分別を徹底することが重
要とされているため、本町においても同様に行う。
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○検討結果 森町・鹿部町

仮置場の検討

平時のごみ分別区分をもとに仮置場レイアウト案を検討した。

仮置場レイアウト案

：警備員
：作業員

出口入口

その他可燃物 粗大ごみ
(プラスチック類)

粗大ごみ
(木製)

粗大ごみ
(金属類)

畳 コンクリートがら

家電
リサイ
クル品

ガラス
陶磁器
くず

粗大ごみ
(寝具･敷物類)

石膏ボード

タイヤ

その他不燃物
消火
設備 受付

危険物

家電
以外の
電化製品

混合物
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○検討結果 森町・鹿部町

災害廃棄物の処理方法の検討

災害廃棄物の種類別発生状況や、既存施設の処理可能量推計結果をもとに、
処理方法を検討した。

一般廃棄物焼却施設の処理可能量推計結果

施設名称
処理能力
(t/日)

年間処理
量（実績）
（t/年度）

年間処理
能力
(t/年)

年間処理
能力-実績
(t/年)

処理可能量(t/2.7年)
災害廃棄物対策指針 公称能力

最大活用低位 中位 高位

クリーンおしま
森町 13.86 3,237 3,368 131 － － － 300

鹿部町 3.78 853 919 66 － － － 100

一般廃棄物焼却施設の処理可能量推計結果

施設名称
埋立容量
(m3/年度)

残余容量
(m3)

10年後

残余容量
(m3)

処理可能量(t/2.7年)

災害廃棄物対策指針 残余容量-

10年分埋
立量

低位 中位 高位

森町
一般廃棄物最終処分場 137 26,366 24,996 0 0 0 24,900

森町さわら
一般廃棄物最終処分場 161 12,341 10,731 0 0 100 10,700

鹿部町
一般廃棄物最終処分場

301 11,966 8,986 0 0 100 8,900
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○検討結果 森町・鹿部町

災害廃棄物の処理方法の検討

森町
北海道南西沖(モデルNo.2)の地震

災害廃棄物処理フロー

可燃物については公称能力最大
活用の推計方法において、クリーン
おしまで処理できると想定される。

不燃物については、10年後残余
容量を処理可能量とした推計では、
処理可能量が発生量を上回るが、
災害廃棄物指針に基づく推計では
、不足すると想定される。

コンクリートがら
柱角材
金属
可能な限り再生利用する。

焼却施設

Ａ 公称能力最大

0.2千t (18.0%) 0.2千t (18.0%) 0.0千t (0.0%)

最終処分場

Ｃ 災害廃棄物対策指針（高位シナリオ）

0.1千t (5.4%) 0.1千t (12.6%)

0.0千t （焼却灰） 0.0千t* （焼却灰）
*可燃物の焼却残渣を20%と設定

0.2千t (18.0%)

Ｄ 残余容量-10年分埋立量

0.2千t (18.0%) 0.0千t (0.0%)

0.0千t （焼却灰） 0.0千t* （焼却灰）
*可燃物の焼却残渣を20%と設定

破砕施設（がれき）

0.6千t (52.0%) 0.6千t (52.0%)

破砕施設（木くず）

0.1千t (5.4%) 0.1千t (5.4%)

再生利用施設

0.1千t (6.6%) 0.1千t (6.6%)

再生利用（公共事業等）

- - - -

合 計

平時の施設
その他の施設

（処理可能量：0.3千t）

（処理可能量：35.6千t）

津波堆積物 （公共事業等）

※対象災害では津波堆積物無し

1.1千t

柱角材 産業廃棄物破砕施設（木くず）

金属 民間施設

災

害

廃

棄

物

破

砕

選

別

等

可燃物

コンクリートがら 産業廃棄物破砕施設（がれき類）

平時の施設
その他の施設

（処理可能量：0.1千t）

不燃物

Ｃ または Ｄ

平時の施設
その他の施設
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○検討結果 森町・鹿部町

災害廃棄物の処理方法の検討

鹿部町
三陸沖北部の地震

災害廃棄物処理フロー

可燃物について公称能力最大活
用の推計方法において、クリーンおし
まで処理できると想定される。

不燃物についてもいずれの推計方
法においても鹿部町一般廃棄物最
終処分場で処分できると想定される
。

コンクリートがら
柱角材
金属
可能な限り再生利用する。

焼却施設

Ａ 公称能力最大

0.03千t (18.0%) 0.03千t (18.0%) 0.00千t (0.0%)

最終処分場

Ｃ 災害廃棄物対策指針（高位シナリオ）

0.03千t (18.0%) 0.00千t (0.0%)

0.01千t （焼却灰） 0.00千t* （焼却灰）
*可燃物の焼却残渣を20%と設定

0.03千t (18.0%)

Ｄ 残余容量-10年分埋立量

0.03千t (18.0%) 0.00千t (0.0%)

0.01千t （焼却灰） 0.00千t* （焼却灰）
*可燃物の焼却残渣を20%と設定

破砕施設（がれき）

0.08千t (52.0%) 0.08千t (52.0%)

破砕施設（木くず）

0.01千t (5.4%) 0.01千t (5.4%)

再生利用施設

0.01千t (6.6%) 0.01千t (6.6%)

再生利用（公共事業等）

- - - -

合 計

平時の施設
その他の施設

（処理可能量：0.1千t）

（処理可能量：8.9千t）

津波堆積物 （公共事業等）

※対象災害では津波堆積物無し

0.2千t

柱角材 産業廃棄物破砕施設（木くず）

金属 民間施設

災

害

廃

棄

物

破

砕

選

別

等

可燃物

コンクリートがら 産業廃棄物破砕施設（がれき類）

平時の施設
その他の施設

（処理可能量：0.1千t）

不燃物

Ｃ または Ｄ

平時の施設
その他の施設
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○検討結果 森町・鹿部町

災害廃棄物の処理体制

災害廃棄物については、主に環境班が対応するが、庁内関係部局とも連携を図
る。また、協定等に基づき、他自治体や民間事業者にも必要に応じて支援要請を
行い、処理体制を構築する。

森町災害対策本部
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○検討結果 森町・鹿部町

災害廃棄物の処理体制

災害廃棄物については、主に民生対策部が対応するが、庁内関係部局とも連
携を図る。また、協定等に基づき、他自治体や民間事業者にも必要に応じて支援
要請を行い、処理体制を構築する。

鹿部町災害対策本部
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○検討結果 森町・鹿部町

災害廃棄物の処理体制

民間事業者との災害時応援協定

締結日 協定名称 締結先 協定の概要

平成25年
3月21日

災害時におけるレンタル機
材の提供に関する協定書

(株)共成レンテム
森営業所

森町と(株)共成レンテム森営業所とは、
災害時におけるレンタル機材の提供
に冠して、協定を締結する。

平成24年
4月2日

災害時における応急対策活
動に関する協定書

森町建設協会 森町と森町建設協会とは、森町内に
災害が発生し、又は発生するおそれ
がある場合における森町が管理する
道路、河川、公園、学校及び公共の
用に供する施設の迅速かつ適切な機
能の維持及び回復を図るために実施
する応急工事その他の災害の応急対
策に関し、次のとおり協定を締結する。

森町

鹿部町

締結日 協定名称 締結先 協定の概要

平成22年
9月10日

災害時における応急対策業
務に関する協定書

鹿部建設業協会 災害時における応急対策業務

平成25年
3月1日

災害時におけるレンタル機
材の提供に関する協定書

(株)共成レンテム
函館営業所

災害時におけるレンタル機材の提供

平成26年
10月20日

災害時における物資等の緊
急輸送に関する協定

函館地方トラック
協会

災害時における物資等の緊急輸送
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○検討結果 森町・鹿部町

モデル地域で想定される発災時の課題及び対策

発災時に想定される課題 対策案

①広域連合等と構成市町村との連携
本町が発災した場合、被災状況に応じて

災害廃棄物の処理量を関係者間で調整す
る必要がある。また、広域連合で受入れが
困難な災害廃棄物が発生する場合がある。

平時から災害廃棄物の種類と処理対応を
想定するとともに、処理先の確保について、情
報連絡体制を整えるよう努める。

②火山噴火による降下火山灰の対応
本町では、駒ヶ岳の噴火により、降灰の被

害が発生する可能性がある。

噴火に伴う大量の降灰が想定される本町に
おいては、あらかじめ火山灰の仮置場や処分
場として利用可能な土地を選定しておく。

③沿岸部で発生する処理困難物の対応
本町は、沿岸部に位置しており、漁業が盛
んな地域であることから、腐敗性廃棄物や
漁具・漁網等の処理困難物が発生するこ
とが懸念される。

特に腐敗性廃棄物については迅速な対応
が求められるため、平時から処理方法・処理先
を検討しておく。
・腐敗性廃棄物（魚介類・水産加工品等）
・廃船舶
・漁具･漁網
なお、漁網については、クリーンおしまによる処
理が困難であることから、民間等での処理を検
討する。
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○モデル地域における骨子案の策定

（A）災害廃棄物発生量等の推計

（B）仮置場の検討

（C）災害廃棄物の処理方法の検討

（D）災害廃棄物の処理体制

〇各地域で想定される発災時の課題及び対策

〇各地域の検討結果

モデル事業 報告書

森町・鹿部町
災害廃棄物処理計画

骨子案

・その他検討結果
・意見交換会開催概要
等
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実施項目 概要

（１）勉強会の開催 勉強会（1回）

対象：各自治体、道庁、振興局担当者等

（２）災害廃棄物発生量の

推計等に関わる業務

ワークショップ（3回）

対象：各自治体、道庁、振興局担当者等

（３）市町村ごとの災害廃

棄物処理計画骨子（案）

の作成

環境省本省が提供するモデル事業ワークシートを基

に地域性や応援・受援関係等の検討を加えたモデル

事業ワークシート（北海道版）を作成し、市町村の計

画策定支援テキストとして使用する。

テキストに基づいて、振興局内でワークショップ（3回）

を実施し、骨子案を作成する。

（４）北海道地方環境事務

所・北海道による自治体

支援マニュアルの作成

ワークショップを通じて得られた課題と対応について、

処理計画策定に当たって必要な支援事項を抽出し

北海道地方環境事務所と道との連携による自治体

の計画策定支援マニュアルのとりまとめを行う。

○検討内容

Ⅱ．釧路振興局管内自治体を対象とした道庁調整型の
災害廃棄物処理計画策定モデル事業
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○講習概要

日程 講習内容 依頼事項

勉強会
2019.12.25

・災害発生時における災害廃棄物の処理
・災害廃棄物処理計画と発災後の対応
・モデル事業ワークシート（北海道版）
・全体スケジュール

-

第1回
ワークショップ
2019.12.25

○対象災害及び基礎的数値の算出方法について
●テーマ：仮置場
※アンケートを実施（結果に基づき内容決定）

・対象とする災害
・基礎的数値の推計

第2回
ワークショップ
2020.1.31

・アンケート結果
○問い合わせ事項等の情報共有
○北海道版ワークシート等について
●テーマ：初動対応、自治体内の体制

・ワークシート作成
⇒作成したワーク
シートは第3回に持参

第3回
ワークショップ
2020.3.3

○問い合わせ事項等の情報共有
○ワークシート進捗状況を踏まえた補足説明
●テーマ（予定）：住民広報、自治体間の連携

・ワークシート見直し

⇒勉強会（1回）、ワークショップ（3回）を通して、
釧路振興局管内自治体の方にはワークシートを作成して頂く

済

○：座学、●グループ討議

済

済
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23

：5票以上

○アンケート結果
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○アンケート結果

その他のご意見

・実際に対応した方々の話を聞いてみたい。
・平時の教育・訓練が必要と考える。
・上位計画である地域防災計画には、発災後の各原課の役割が明記されている。普
段より熟読し、いざ発災時にスムーズに対応できるよう、防災訓練を含むシミュレー
ションが必要と感じる。

グループ討議でテーマとしたい内容

・仮置場内の整備等について
・仮置場の選定方法
・市町村間の連携方法（助けを求めたいとき）
・破砕処理はどのようにするのか？（誰が)
・庁内での共通認識、理解をどのように図っていくのか情報共有したい。
・どのような組織体制であれば十分な対応ができるか、イメージしておきたい。
・発災後の初動に何をすべきか事例と、近隣市町村、道、国との連携の仕方につい
て詳しく聞いてみたい。
・気候変動が顕著であり、大雨による河川の氾濫は各市町村共通のテーマであると
思います。（地震もそうですが）水害がイメージしやすいです。
・住民への広報（仮置場の場所や分別方法）の仕方はどうするのか。
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○第2回ワークショップ グループ討議結果

発災後の対応 災害廃棄物処理計画に記入すべき事項
＜組織・協力体制＞
・人員、運営体制の検討
・協力団体等との調整
・ボランティア受入体制の確立

＜仮置場＞
・仮置場の状況確認
・仮置場内の整備

＜住民対応＞
・住民等への啓発広報
・仮置場の周知

＜組織体制＞
・庁内の組織体制図
・協力団体との協定状況リスト化

＜仮置場＞
・仮置場候補地リスト化（場所によっては非公表とし手
持ちデータとする）
・場内のレイアウト案作成

＜住民対応＞
・住民への周知方法（広報車、ラジオ、HP、SNS等）
・広報用チラシ作成（仮置場における分別ルール等）

テーマ：初動対応


